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職員の意識改革
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東京都荒川区町屋7丁目2番地15号

デイサービスのユニツト
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担当制による活動の実践

(またはサーピスの
今回の発表の施設

概要

通所介護 荒川区立町屋在宅高齢者通所サービスセンター

<取り組んだ課題>

利用者別担当制の導入

常勤,非常勤職員の役割及び業務の見直し

8階建て区高齢者住宅併設通所介護施設。地下1階~2階フロアで事業を実施。
通常規模定員40名。介護保険スタート後、近隣に通所介護施設多数となり、稼
働率目標85%の確保が厳しい状況となった。
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<具体的恋取り組み>

問題解決のだめの取り組みの具体的恋内容(対象者、

その割貪t二理由、_取り,組みの具体的姦壬法、._取り.組み...「
} 1.活動・行事・広報誌等年閻計画で常勤・非常勤が
全て均等に役割担当する。

2.常勤・非常勤職員を組み合わせ、利用者個別担当

を決め、介護計画を作成する。

3.利用者家族への連絡・報告は担当者が中1山に行う'
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<活動の成果と評価>
、

1.利用者個別担当制により、利用者・寡族からの連経

が担当者を指名レて連絡がとのやすく慈った'
=

2.利用者・寡族の状況が把握しやすくなり、ケアマ

ネージャーへの報告・連携が蜜に行われるように

なつた。

3.利用者について、状況の変化観察を担当職員がぎ

め細かく行えるようになった。

4.ケアマネージャーとの信頼関係が生まれ、稼働率

85%以上の確保に結びついだ。

5.常勤・非常勤のチームワークが良く恋り、職員の1

退職者が減少した。平成18年度は退臓者0名で

あつた。
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<今後の課題>

!1.勤務時間内で、アセスメント・モニタリングの時
1

間を活動に影響が出恋いように確保する

} 2.介護保険制度の動向を全職員がよの一層理解し
1

て、制度に基づいたサーピスを提供する。
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アクティブ福祉in東京'07（第2回高齢者福祉研究大会/2007年9月26日）

無断転載・複製を禁じます。


